
別 表 ３

要 領 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 知 事 が 指 定 し た 日 要 領 第 ７ 条 に 定 め る 参 加 必 要 資 格 第 ６ 条 第 ２ 項 に

（ 申 請 書 の 提 出 期 間 ） 登 録 名 簿 に 登 録 す る 日 定 め る 資 格 の 有 効 期 間

審 査 基 準 年 ９ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

同 年 １ １ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の １ 月 １ 日 登 録 日 の 翌 年 の ９ 月 末 日 ま で

審 査 基 準 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

翌 年 ２ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の ４ 月 １ 日 登 録 日 の 翌 年 の ９ 月 末 日 ま で

審 査 基 準 年 の 翌 年 ３ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

同 年 ５ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の ７ 月 １ 日 登 録 日 の 翌 年 の ９ 月 末 日 ま で

審 査 基 準 年 の 翌 年 ６ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

同 年 ８ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の １ ０ 月 １ 日 登 録 日 の 翌 年 の ９ 月 末 日 ま で

審 査 基 準 年 の 翌 年 ９ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

同 年 １ １ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の １ 月 １ 日 登 録 日 の 同 年 の ９ 月 末 日 ま で

審 査 基 準 年 の 翌 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

翌 年 ２ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の ４ 月 １ 日 登 録 日 の 同 年 の ９ 月 末 日 ま で

審 査 基 準 年 の 翌 々 年 ３ 月 １ 日 か ら 申 請 書 提 出 の 日 以 後 登 録 日 か ら

同 年 ５ 月 末 日 ま で の 間 最 初 の ７ 月 １ 日 登 録 日 の 同 年 の ９ 月 末 日 ま で


